
令和元年度 受動喫煙防止対策研修会

開催日時：令和元年10月28日（月）

14：00～16：00

場 所：沖縄県小児保健センター

３階ホール

進 行：健康推進班 班長

比嘉 千賀子

会次第

（14：00～14：05）

１ 開会あいさつ 南部保健所長 仲宗根 正

２ 講演

（14：05～14：15）報告

「南部保健所における受動喫煙防止対策に関するアンケートの結果について」

南部保健所 健康推進班

（14：15～16：00）講演

「改正健康増進法による第一種施設における敷地内と敷地周囲の禁煙の徹底と

管理権原者の役割｣

講師 大和 浩教授（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室)

・質疑応答

３ 閉会



｢健康増進法の一部を改正する法律｣に伴う
第一種施設の受動喫煙防止対策に関するアンケート調査について

沖縄県南部保健所 健康推進班

Ⅰ 調査概要
調査目的・対象施設・内容・方法・期間

Ⅱ 調査結果(概要)
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Ⅰ 調査の概要

１ 目的

調査対象施設 数 調査内容

市町村 15 庁舎の受動喫煙防止対策、第一種施設リスト作成状況、
改正法啓発状況

病院・診療所・歯科診療所 426 改正法の認識状況、受動喫煙防止対策

児童福祉施設(保育所・認定こ
ども園等)、学校等※１ 142 改正法の認識状況、受動喫煙防止対策

※１沖縄県禁煙施設認定推進制度において認定されていない施設及び施設内完全禁煙施設として認定されている施設

３ 調査方法：調査票を郵送し、ＦＡＸにて回答

４ 調査期間：令和元年５月17日～６月14日

管内市町村、病院・診療所・歯科診療所、児童福祉施設(保育所)・学校の受動喫煙
防止対策を把握し、今後の受動喫煙防止対策の推進方法の検討に資する。

２ 調査対象施設及び調査内容：管内583施設

沖縄県南部保健所 (管轄市町村：15市町村)
浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、久米島町、
粟国村、渡名喜村、渡嘉敷村、座間味村、北大東村、南大東村
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Ⅱ 結果概要

1 調査票の回収状況：回収率79.0％

※２調査票を送付した426施設から休診、閉院2施設を対象施設から除外した。
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施設
知っている 知らなかった

合計
回答数 割合 回答数 割合

病院 19 73.1% 7 26.9% 26

診療所 83 43.9% 106 56.1% 189

歯科診療所 26 26.0% 74 74.0% 100

計 128 40.6% 187 59.4% 315

２ 受動喫煙防止対策
① 「健康増進法の一部を改正する法律」の公布についての認識状況

(医療機関、児童福祉施設・学校等）

施設
知っている 知らなかった

計
施設数 割合 施設数 割合

保育所等 57 54.8% 47 45.2% 104

学校等 23 92.0% 2 8.0% 25

計 80 62.0% 49 38.0% 129

「知っている」80施設（62.0％）、「知らなかった」49施設（38.0％）。
学校等では、92.0％が「知っている」と回答していた。
しかし、保育所等では半数に近い45.2％が｢知らなかった｣と回答していた。

「知らなかった」との回答が多い。
施設別では、病院は知っている割合が高く、歯科診療所は知らなかった割合が高かっ
た。診療所は、両者の中間程度の認識状況であった。

＜医療機関＞

＜児童福祉施設(保育所)・学校等＞
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②-2 ｢敷地内禁煙予定の有無｣について
(施設内禁煙、建物内喫煙可能と回答した195施設)

敷地内禁煙予定 回答数 割合

予定あり 27 13.8%

未定 157 80.5%

回答なし 11 5.6%

計 195 100.0%

第一種施設の敷地内禁煙施行期日は令和
元年7月１日であるが、
敷地内禁煙未実施と回答した施設の８割が
実施時期が「未定」と回答していた。

② 施設の状況(令和元年5月1日現在)
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③特定屋外喫煙場所の設置状況について
(特定屋外喫煙場所の設問に回答した264施設の状況）

118施設（44.7％）が特定屋外喫煙場所の「設置あり」あるいは「検討中」と回答

設置状況
全体 市町村 医療機関

児童福祉
施設学校等

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合

設置なし 144 54.5% 4 26.7% 130 67.7% 10 17.5%

設置あり 90 34.1% 4 26.7% 42 21.9% 44 77.2%

検討中 28 10.6% 5 33.3% 20 10.4% 3 5.3%

未定 2 0.8% 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0%

計 264 100.0% 15 100.0% 192 100.0% 57 100.0%

※特定屋外喫煙場所：第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止する
ために必要な措置がとられた場所で下記の要件を満たすこと

・喫煙をすることができる場所が区画されていること
・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
・第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

ただし、第一種施設は、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利用する施設
であることから、敷地内禁煙とすることが原則であり、特定屋外喫煙場所の設置は推奨されて
いない。
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３ 今回の調査から抽出された管内第一種施設の受動喫煙防止対策の課題

・第一種施設の管理権原者の役割の認識に
ついて把握出来なかった。
・「特定屋外喫煙場所」の設問の意図が十分
に伝わらず、回答者を混乱させたかもしれな
い。

・アンケート調査内容の検討不足

改正法についての周知不足

法施行後の敷地内禁煙実施状況が不明

特定屋外喫煙場所の設置状況の詳細が不明

調査時点(令和元年５月1日)で敷地内禁煙未実
施と回答した施設のうち
敷地内禁煙の実施時期「未定」：80.5％

特定屋外喫煙場所の設置について
「設置あり」「検討中」：約45%

※第一種施設については、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利
用する施設であることから、敷地内禁煙とすることが原則であり、特定屋外喫煙場所
の設置は推奨されてはいない。

(医療機関、児童福祉施設・学校等に調査実施）
改正法を知らなかった：医療機関 59.4％

学校等 38.0％
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１ アンケート調査結果について
ホームページへの掲載
市町村：文書にてアンケート調査結果報告（改正法概要等の再周知）
南部地区医師会・南部地区歯科医師会：

アンケート調査結果報告・改正法周知協力依頼を実施

２ 研修会開催（本日）
第一種施設の受動喫煙防止対策・特定屋外喫煙場所、管理権原者の役割に
ついて理解を深め、実践を促すことを目的に開催

３ ポスター（チラシ）作成：施設利用者等への法改正周知
に活用してもらうため南部保健所
ホームページ、twitterで発信中

４ 対策
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回答数 割合

敷地内禁煙 15 100.0%

施設内禁煙 0 0.0%

建物内喫煙可能 0 0.0%

計 15 100.0%

管内市町村庁舎の状況（令和元年9月現在）

設置状況 回答数 割合

設置なし ７ 46.７%

設置あり 8 53.3%

計 15 100.0%

■庁舎の受動喫煙防止対策 ■特定屋外喫煙場所の設置状況

ご清聴ありがとうございました。

沖縄県健康長寿課 調査結果より

■設置場所

屋上、3階北側ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ、階段、
庁舎裏、裏口、庁舎裏の公用車専
用駐車場の奥、駐車場の一部
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講演

「改正健康増進法による第一種施設における敷地内と敷地周囲の禁煙の徹底と

管理権原者の役割｣

講師 大和 浩教授（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室)

※本日の講演会の資料は、後日喫煙対策HPにアップロードされますので、ご確認下さい。

喫煙対策HP：http://www.tobacco-control.jp/

講義・講演のスライドのダウンロード

：http://www.tobacco-control.jp/slides/slides.htm
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